
もうすぐ令和5年10月1日、ここでインボイス制度が施行・開始されます。
“一通り準備を終えた”という方から、“まだこれから”という方まで、様々な方がいるかと思われます。
そこで残り一か月、対策すべきことについて、改めて確認してみませんか？

施行目前の最終確認 !!　

インボイス制度導入の
　準備と対策セミナー
～インボイス制度の施行時に慌てないように～

参加申込書　　　　　　　　　　メール申込の際は、下記の申込内容をメール本文へご入力いただき送信をお願いします。

事業所名
参 加 者

氏 名

役職

所 在 地 〒 業 種

T E L F A X

E - m a i l

※当方からの連絡がない場合も受付が出来ておりますので直接会場にお越しください。【個人情報の取り扱い】ご記入頂いた事業所名等は本事業以外の目的では使用いたしません。

立川商工会議所 中小企業相談所  担当：三輪
	 〒 190-0012	立川市曙町 2-38-5　立川ビジネスセンタービル 12階

	 ［TEL］042-527-2700		［FAX］042-527-5913		［E-mail］m.miwa@tachikawa.or.jp
	 FAXにて申し込みの際は、本紙をそのまま送信してください。複数名の場合はお手数ですがコピーお願いします。

お申込みは、FAX または E-mail にて、事前予約をお願いします。

2023年  8月24日（木）

 13:30～15:00	

中小企業診断士　谷
や な い

内 康
やすし

氏

主催： 立川商工会議所　中小企業相談所　　協力：一般社団法人　多摩西部コンサルタント協会

● ● ● ● ●  内 　 容 ● ● ● ● ●

　本年10月1日にとうとう「インボイス制度」

が施行となります。残りの準備期間は一か月とな

りました。

　本セミナーは、準備はこれから、という方にとっ

ては「何をすべきかの確認」のため、既にある程

度準備を終えた、という方にとっては「対応に抜

けがないかどうかの確認」のため、直近の制度改

正の内容も加味し、わかりやすく説明いたします。

　この制度の施行時に慌てないよう、ぜひこの

機会を活用し、残りの準備期間にやるべきことを

チェックしてみましょう。

［略歴］大手製造業、サービス業でシステムエンジニアを経
験した後、都下の会計事務所に勤務。IT 系スキルを活用し
ながら、顧問先の経営相談対応から、記帳代行・税務申告
等の業務を遂行中。

定員30名　参加無料

立川商工会議所 11 階会議室
〒 190-0012	立川市曙町 2-38-5
立川ビジネスセンタービル 11階

●発熱や咳 ､ 喉の痛みなど体調不良の症状がある際は ､
来場をご遠慮ください。

●咳エチケットにご協力ください。

日　時

講　師

会　場


